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記
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よ
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金
受
給
権
を
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と
と
な
る
方
に
対
す
る
年
金
見
込
額
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試
算
」

及
び
政
府
の
対
応
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。
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訂
正
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よ
り
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給
権
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算
」
及
び
政
府
の
対
応
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

遺
族
か
ら
提
出
さ
れ
た
年
金
受
給
権
者
死
亡
届
に
よ
る
と
、
平
成
二
十
年
十
一
月
三
日
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

受
け
取
っ
て
い
な
い
。

三
に
つ
い
て

社
会
保
険
庁
と
し
て
は
、
各
社
会
保
険
事
務
局
に
対
し
、
平
成
二
十
年
十
二
月
四
日
ま
で
に
調
査
結
果
を
報
告
す
る
よ
う

指
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
当
該
調
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
取
り
ま
と
め
の
上
、
公
表
し
た
い

と
考
え
て
い
る
。


